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第４章 主要な都市計画の決定の方針    
 大阪の都市づくりの基本目標の実現のため、東部大阪都市計画区域の主要な都市計

画の決定の方針を以下に定めます。 

 

４－１．土地利用に関する方針 
１．立地特性に応じた土地利用 
各地域がそれぞれの資源を活かし多様性を育み、ネットワークを強化していくこと

で、大阪全体の魅力を高めていくことができます。そのために、現在の土地利用状況

を踏まえつつ、主要鉄道駅周辺等の中心市街地、主要幹線道路沿道地域、優れた居住

環境や自然環境の維持されている地域等その立地特性を活かした都市づくりを行い、

豊かさを享受できる都市を形成します。 

また、これらの実現のため、各地域が創意工夫により土地利用計画制度を柔軟に活

用することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）（「大阪府における都市計画のあり方」（答申）（H28.2）より） 

（都心部） 

国際的なビジネス環境の整備、高度な都市機能の集積、豊かなみどり空間の創

出、コンサートホール等のエンターテイメント機能の充実等により、国内外の人

や企業を惹きつける国際都市としての魅力の向上を図る。また、土地の高度利用

とあわせて、みどり空間の整備を促進するなど、大阪全体の成長を牽引していく

都市づくりを進める。 

あわせて、大規模な災害が発生した際にも、人命を守り、都市機能を維持する

ため、地下街や超高層ビルの安全対策を進め、帰宅困難者の発生にも対応できる

防災性能を地域全体で高めていく。 

 

（一般市街地） 

建築物の耐震化や市街地の不燃化を促進するとともに、密集市街地を防災性

の向上とあわせて、鉄道駅への近接性を活かした居住魅力の高いまちへ再生す

るとともに、再開発ビルを、医療・福祉・子育て等の多様なニーズに対応したま

ちの一部へと再生するなど、既成市街地の再生により、都心にも自然にも近く、

多様な暮らしを選択できる都市を形成していく。 

郊外住宅地では、豊かな居住環境、自然との近接性等の特性を活かし、都心で

は得られない多様な価値を付加することで、定住魅力を高めていく。 

集落地では、集落内の空き家や集落に隣接または近接した空き地等の低未利

用地を利活用することで、集落機能を維持し、地域を活性化する取組を計画的に

行う。そのためには、各地域が創意工夫により土地利用計画制度を柔軟に活用す

ることが重要である。 

 

（ベイエリア） 

災害時の避難体制や避難ビルの確保等により津波や高潮に対する安全性を高

め、海域と陸域の一体性や親水空間としての適切な利用に配慮した都市づくり

を進める。 
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２．市街化区域の土地利用の方針 
（１）主要な用途の配置の方針 

【商業・業務地】 

交通利便性が高い鉄道駅周辺の都市拠点、生活支援機能の集積した地域拠点、幹線

道路沿道等、その地域の特性に応じて、商業・業務機能を集積し、働きやすい都市環

境の整備を行い、効率的な都市経営が進む土地利用を促進します。 

特に主要な鉄道駅周辺等の中心市街地においては、高度利用地区や再開発等促進

区を定める地区計画等の都市計画法に基づく緩和制度等の活用により、土地の有効・

高度利用を促進し、さらなる商業・業務施設等の都市機能の集積を図ります。 

都市再生緊急整備地域に指定されている守口大日地域、寝屋川萱島駅東地域、枚方

市駅周辺地域については、都市の活性化に資する商業・業務・文化機能等の多様な都

市機能の導入を図ります。また、民間の創意工夫を最大限に発揮するよう、都市再生

特別地区の指定等による土地利用規制の緩和制度等を積極的に活用します。 

その他、市町村が定める立地適正化計画により、鉄道駅周辺等や地域の拠点への商

業・業務施設等の都市機能の集積を図ります。 

 

【工業・物流業務地】 

大阪・関西が強みを有する医療品・医療機器等のライフサイエンス分野、蓄電池等

を中心とした環境・新エネルギー分野等について、大阪が有する特色や強みを活かし

てイノベーションを創出する企業の立地や研究開発拠点の整備を促進するなど、企

業及び地域ニーズを踏まえた企業立地を誘導します。 

津田サイエンスヒルズ、その他工業団地等において産業用地を集積・維持するとと

もに、まちづくり方針等を定める第二京阪道路等の主要な幹線道路沿道等において

は、工業系の用途地域を指定するなど、適切な土地利用を促進します。 

都心に近接したエリアでは、エンターテイメント等の集客施設の立地促進等

により、にぎわいを創出することで都市の魅力を高め、臨海工業地帯では、エネ

ルギー拠点機能とあわせ、製造・物流施設の立地の促進等により阪神港等の物流

機能の強化を図っていく。 

また、自然海浜や漁港・漁場等を持つ地区においては、それぞれの特性を活か

し周辺と連携することで交流人口の拡大や産業の強化を図る。 

 

（周辺山系等） 

山間部では、貴重な自然環境を維持・保全するとともに、水源かん養機能の確

保、土砂災害に対する安全性の確保を進める。また、都市部との近接性を活かし、

豊かな自然環境を身近に享受できる環境を整えていく。 

さらに、自然環境を積極的に活用したにぎわいの創出や近隣府県と連携した観

光ルートの形成等を進め、都市圏の魅力を高めていく。 

また、インターチェンジ周辺等の利便性の高い地域において都市的土地利用を

図る際には、周辺の自然環境に配慮し、都市と自然が調和した都市づくりを進め

る。 
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住工混在市街地においては、周辺住宅地の環境保全に配慮しつつ、その特性に応じ

て、適切な用途地域の指定とあわせて、特別用途地区や地区計画等の活用により、操

業環境の維持や居住環境との共存を図ります。 

東大阪流通業務地区等の物流業務が集積する地区については、近年の物流に係る

業態の多様化、施設ニーズの変化等に対応しつつ、物流の効率化・高度化に向け、整

備及び円滑な機能更新を計画的に促進します。 

 

【住宅地】 

住宅地については、既成市街地における配置を優先し、自然系の土地利用からの転

換は抑制します。それとともに、多様な都市機能を享受できるよう、生活利便施設等

への既存公共交通によるアクセス性を勘案した配置とした上で、立地適正化計画の

活用により居住誘導区域を明確化するなど、適切な住宅地の配置を誘導します。 

また、地域が持つ歴史、文化、水・みどり等の自然や都市景観等の資源を活かして、

住民・企業・まちづくり活動団体等と協働して魅力あるまちづくりを行います。 

郊外住宅地については、豊かな居住環境、自然との近接性等の特性を活かし、都心

では得られない多様な価値を付加することにより定住魅力を高めます。 

集落地については、空き家や空き地を地域の活性化を図る施設として活用するな

どにより、集落機能の維持や地域の活性化に資する土地利用を促進します。 

 

（２）用途地域指定に関する方針 

用途地域は、本マスタープランや市町村マスタープラン等に基づき、地区の現状及

び動向、具体的な事業計画、都市施設の整備状況、都市づくりにおける地域の実情や

課題等を勘案して市街地の将来像を明確化し、都市の健全な発展を図ることを目的

として、土地利用計画の具体化と将来像の実現を誘導するよう定めるとともに、地域

の環境の保全及び育成に努めます。 

用途地域の指定・変更にあたっては、都市づくりに係る政策課題の解決への貢献と

いう視点を常に持って、随時かつ的確な見直しが図られることが望まれます。 

また、その他の地域地区や地区計画等の都市計画を適切に併用することにより、上

記の誘導や貢献がより実効性の高いものとなることから、その積極的な活用に努め

ます。 

なお、大阪府においては、用途地域等の指定の基本的な考え方として「用途地域指

定のガイドライン」を定めていますが、用途地域は、市町村が定める都市計画である

ことから、その運用にあたっては、市町村において地域の実情に合わせた「用途地域

の指定方針」等ルールを定め、これに即して行うことが望まれます。 

 

（３）建築物の容積率・建蔽率に関する方針 

容積率及び建蔽率は、将来のあるべき土地利用の姿や、都市づくりに係る政策課題

を踏まえ、必要と考えられる建物の床面積、建築面積、都市施設の整備状況及び環境

保全を勘案して定めます。 

また、指定容積率については、現在の容積充足率（指定容積率に対する現況容積率

割合）、総合設計制度等の活用における影響等を勘案の上、適切な土地利用を誘導す

る適正な容積率を定めます。 
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（４）土地の高度利用に関する方針 

主要な鉄道駅周辺等の利便性の高い地域において、生活者のニーズに応じた、商

業・文化・医療・福祉・都市型住宅等の都市機能集積を図るとともに、都市基盤の充

実を目指して、土地の有効かつ高度な利用を促進します。 

用途地域による適正な容積率、建蔽率を原則としつつ、市街地の中で特に土地の高

度利用を図るべき地区で、良好な市街地環境の形成に寄与する地区については、高度

利用地区や再開発等促進区を定める地区計画等の緩和制度を活用し、民間投資を誘

導するための措置を適切に講じます。 

都市再生緊急整備地域においては、都市の再生の拠点として、市街地再開発事業等

を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を促進します。 

 

（５）機能更新・誘導に関する方針 

大規模工場跡地等の土地利用転換や低未利用地における開発等については、土地

利用転換の動きに迅速かつ適切に対応し、用途地域の見直しや地区計画等の活用に

より、用途の混合を防止するなどの規制を行うこととあわせて、地域の魅力向上に資

するよう土地利用の誘導・更新を図ります。 

主要な鉄道駅周辺等においては、地域の実情に応じて、再開発等促進区を定める地

区計画等の活用により、公共施設等の都市基盤整備とあわせて、建築物の用途、容積

率等の制限を緩和し、良好な民間プロジェクトを誘導します。 

 

（６）低未利用地の活用に関する方針 

都市計画諸制度や税制優遇等を含めた制度を活用し、低未利用地の適正な活用が

図られるよう検討します。 

空き地等の低未利用地の発生を防止し、縮小を図っていくために、公園・緑地や災

害時に対応できる防災用地の整備等、居住環境の向上や地域の活性化に資する土地

利用を促進します。 

道路や公園等の公共施設が不足した市街地における低未利用地の増加は、公共施

設の適正配置の機会と捉え、地区計画等の活用により、居住環境等の向上を推進しま

す。 

また、まちづくり会社や NPO 等の民間組織や市民団体等による「公益的な利用」
や「暫定利用」による地域コミュニティの再生に資する取組みを促進するために、低

未利用地の利用に役立つ情報を共有・活用し、地域の実情に応じて、産・公・民・学

が連携し、地域住民と一体となった地域づくりを推進します。 
都市的土地利用が図られない区域については、市街化調整区域への編入も検討し

ます。 

 

（７）優良な農地との健全な調和に関する方針 

都市農地は新たに、都市政策上も都市に「あるべきもの」、都市における貴重な緑

地として明確に位置付けられました。（「第３章３（２）基本的な考え方」（P21）
参照） 

都市農地は、食料の安定供給を図るための生産基盤はもとより、環境保全、水源か
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ん養や防災機能、良好な景観を形成する機能、教育・レクリエーション機能等、多様

な公益的機能を有しています。 

これらの多様な機能を発揮させるため、「新たなおおさか農政アクションプラン」

との整合を図り、農業の担い手の確保等の農業振興施策とあわせて、区域区分の運用

や、生産緑地制度の活用及び田園住居地域の指定等を適切に行い、優良な農地の保

全・活用を促進します。 

 

３．市街化調整区域の土地利用の方針 
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、維持・保全することを基本と

します。 

（１）みどり豊かな自然環境の保全・再生の方針 

金剛生駒山系等の豊かな自然環境は、水源かん養、防災機能の向上、環境保全等の

様々な機能を有する貴重な資源であり、レクリエーションや環境教育の場として重

要な役割を果たすことから、保全・再生を図ります。 

 

（２）農空間の保全・活用の方針 

「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」による農空間保

全地域については、地域の話し合いに基づく計画的な農地利用を促し、農地の賃借等

による多様な担い手の確保や、基盤整備による営農環境の改善等を進めることによ

り、農空間の保全・活用を図ります。 

また、農地法に基づく農地転用許可制度等による農地転用の抑制を図るとともに、

農業振興地域の新規指定及び拡大に向けた取組みを推進し、農用地区域の確保、保全

に努めます。 

 

（３）既存集落の維持の方針 

居住環境の保全や周辺環境との調和、地域コミュニティの維持が課題となってい

る地域では、地区計画等の活用、集落内又は集落に隣接・近接した空き地の活用等に

より集落機能の維持に努めます。 

バス路線の廃止等により、通院等の日常生活を支える交通手段の確保が課題とな

る地域では、代替の交通手段の確保について、検討を進めます。 

 

（４）秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

市街化調整区域については、維持・保全することを基本としますが、計画的な整備

が行われることが確実な区域については、以下の方針に基づいて、必要最小限の区域

において土地利用を誘導します。 

土地利用の誘導を図る区域は、市町村マスタープラン等に位置付けられ、かつ、立

地適正化計画を策定している市町村においては立地適正化計画との整合が図られる

区域とします。 

また、市街化区域へ編入する際には、農林漁業との十分な調整を行ったうえで、土

地区画整理事業や地区計画等の都市計画を定めることにより、計画的かつ良好な市

街地の形成及び都市基盤施設の整備を誘導します。 
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○主要幹線道路沿道の産業の誘導 

第二京阪道路等の主要な幹線道路沿道等において、その交通ネットワークを活用

した産業立地を推進する区域においては、農地や緑地の保全、景観への配慮を適切に

行い、市街化区域への編入等により、計画的かつ良好な市街地の形成を誘導します。 

 

【第二京阪道路沿道まちづくり】 

「第二京阪沿道まちづくり方針」に沿って、第二京阪道路の整備効果を活かした

産業立地の誘導と農地の保全に配慮しつつ、都市的土地利用と農的土地利用が調

和した土地利用の実現を目指します。また、「緑立つ道 沿道まちづくりガイドブッ

ク」を活用して、地域の自然や歴史文化と調和した質の高いみどりや美しい景観づ

くりを進めるために、壁面の位置や建築物の高さ、色彩等の建築行為等を規制する

景観計画や景観地区、地区計画等の指定に向けた取組みを目指します。 

 

○住宅地開発の抑制 

人口減少社会等に対応する質の高い都市の形成に向けて、都市機能の集約や人口

密度の維持を図るために、市街化調整区域における新たな住宅地開発は抑制するこ

とを基本とします。市街化区域編入等により、新たに住宅地開発を行う場合は、原則、

市町村マスタープラン等に位置付けられた地域の生活拠点からの徒歩圏の区域に限

定します。 

 

（５）市街化調整区域の地区計画の運用について 

大阪府においては、地区計画の規模や対象区域等についての基本的な考え方とし

て、「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」を定めていますが、地区計

画は市町村が定める都市計画であることから、その運用にあたっては、市街化調整区

域は市街化を抑制すべき区域であるという基本理念のもと、市町村において地域の

実情に合わせたガイドライン等を策定し、これに即して行うことが望まれます。 

 

４．その他の土地利用の方針 
大規模集客施設の立地の方針 

大規模集客施設は、商業、娯楽、文化、交流機能等の多様な機能を有し、地域の中

心ともなり得る施設であることから、無秩序な立地により都市構造や周辺環境等へ

の悪影響を及ぼすことがないよう、またその立地の効果が発揮されるよう、大阪府が

定める「大規模集客施設の適正立地に関する運用指針」に基づき、地域の実情に応じ

て適切な誘導を図ります。 
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４－２．都市施設の整備に関する方針 
１．交通施設に関する方針 
（１）基本的な考え方 

国際競争力を持つ大阪都市圏の形成を促進するため、国土軸や環状交通機能の強

化、阪神港や関西国際空港等の広域拠点施設や国土軸へのアクセスの強化、関西圏の

連携強化等、鉄道ネットワークや道路ネットワークの充実・強化を進めます。 

あわせて、ICTの活用による交通手段のシームレス化、公共交通の利用促進を図る
ことにより、ストックを活用した利便性の高い交通を目指します。 

また、リニア中央新幹線や北陸新幹線は国土軸の強化に寄与するなど重要な広域

交通インフラであることから、その全線早期整備に向けた取組みを推進します。 

 

（２）都市高速鉄道等 

○ 放射状鉄道を環状に結節する大阪モノレールの延伸等、鉄道ネットワークの充

実に向けた取組みを促進します。 

○ 乗継ぎ時の移動負担の軽減や情報案内の充実により、利便性や周遊性の高い公

共交通を目指します。 

○ 鉄道施設の耐震対策等の防災対策や可動式ホーム柵の設置等の安全対策を促進

するとともに、踏切の安全対策、バリアフリー化等の交通安全対策を推進します。 

○ 都市交通の安全性の確保と円滑化を図るため、京阪本線や近鉄奈良線の連続立

体交差事業を推進します。 

 

（３）道路 

○ 国際競争力を高める物流・産業活動を支えるため、広域連携強化や物流の効率

化、国土軸の強化に資する大阪都市再生環状道路や新名神高速道路等のインフラ

の整備を進めるとともに、その効果を最大限に発揮するアクセス道路の整備を進

めます。 

○ 道路、橋梁の耐震対策等の防災対策、歩行者・自転車走行空間確保、バリアフリ

ー化等の安全対策、道路の無電柱化等を進めます。 

○ 平常時、災害時を問わず安定的な輸送を確保するため、重要物流道路として指定

される道路網や、広域連携の強化、安全・安心の確保等に資する道路について、即

効性、実現性を重視したさらなる選択と集中により、整備を進めます。 

○ 交差点改良の推進や、道路と鉄道の立体交差化等により、慢性的な交通渋滞の解

消を図ります。 

○ 未着手である都市計画道路については、将来の必要性や実現性を考慮し、計画の

存続、変更、廃止を決定するなど、見直しを進めます。 
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２．河川整備の方針 
（１）基本的な考え方 

近年では、急速な都市化の進展や多発する集中豪雨等により、甚大な被害が発生し

ています。「人命を守ることを最優先」とする基本理念のもと、洪水・土砂災害リス

クを府民と共有するとともに、「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」各施策を効率的・効果的に

組み合わせるトータルマネジメントにより対策を進めます。 

さらに、河川環境の改善や水辺のにぎわい創出の基盤整備等による地域の特色を

活かした川づくりを進めていきます。 

 

（２）治水対策 

○ 「人命を守ることを最優先」に、これまでの治水施設による「防ぐ」施策ととも

に、様々な降雨により想定される河川氾濫、浸水の危険性（洪水リスク）について

府民と共有し、「逃げる」施策や雨が降っても河川への流出を抑制する雨水貯留・

浸透事業等（校庭貯留・各戸貯留等）の「凌ぐ」施策を効果的・効率的に組み合わ

せた治水対策に取り組みます。 

○ 時間雨量 50mm程度で床下浸水を発生させない、かつ、少なくとも 65mm程度
で床上浸水を発生させないことを目標に治水施設の整備を進めることと、開発に

伴う調整池やため池、学校等での雨水貯留・浸透施設の設置等、雨水を一時貯留さ

せる施設の整備を推進します。 

特に、寝屋川流域では、河道改修だけでなく、遊水地や地下河川の整備、流域に

おける貯留浸透対策等、下水道事業とも連携した総合的な治水対策を実施してい

きます。 

○ 国が管理する淀川、大和川については、早期に治水安全度を高める観点から、堤

防強化・流下能力の向上対策・水位低下対策等の治水対策や、決壊すると甚大な被

害が発生するゼロメートル地帯等のうち、まちづくり等複合的に効果のある地区

について高規格堤防の整備が実施されるよう国へ働きかけます。 

 

（３）河川環境の整備と保全 

○ 生物環境の改善 

瀬や淵、水際植生等、動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出に努めます。

上下流の連続性の確保については、回遊性生物の生息状況を踏まえ、実現性、必要

性、流域市や地域住民の意見等を考慮した上で、総合的に魚道設置等の検討を行い

ます。 

【関連計画】 

・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3） 

・大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム（H31.4） 

・大阪府交通道路マスタープラン（H16.3）  ・第 10次大阪府交通安全計画（H28.10） 

・大阪府自転車通行空間 10か年整備計画（案）（H31.3）  

・大阪府自転車活用推進計画（R1.12） ・大阪府無電柱化推進計画（H30.3） 

・公共交通戦略（R1.11）   
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○ 水環境の改善 

水環境の改善については、工場排水に対する規制及び下水道の整備等による発生

源の対策、並びに多自然浄化等による汚濁負荷の削減を関係機関と連携しながら

推進していきます。 

 

○ 良好な空間形成 

それぞれの河川が持つ植生や景観等の自然的特性と、その地域の歴史・文化等の

地域特性を活かした、「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間形成に努

めます。 

 

 

３．下水道整備の方針  
（１）基本的な考え方  

流域下水道の安定的な運営、府民の生活や大阪の企業活動を支え続けていくため

に策定した経営戦略に基づき、老朽化施設の改築更新を優先的に進めながら、水質の

改善や浸水対策等の取組みを進めます。 

 

（２）水環境の管理  

○ 本区域の人口に対する下水道普及率は、97.3%（H31.3末時点）であり、府全域
の普及率（96.5%）と比較して高くなっています。引き続き下水道未整備地域の普
及促進を図るとともに、整備済み区域における未接続の早期解消を目指します。 

○ 水処理施設の改築にあわせて、放流水質の向上を図るため、既存施設の一部改造

や運転上の工夫等について検討します。 

○ 合流式下水道の雨天時の河川への未処理放流による水質汚濁の改善を図ります。 

 

（３）浸水対策 

○ 市街地における治水安全対策のため、河川及び関連公共下水道整備と連携を図

りながら、10年に一度の降雨（時間雨量 50mm程度）に対して、雨水幹線や雨水
ポンプの増設等、雨水施設の整備を進めます。 

○ 局所的な集中豪雨や計画雨量を超える超過確率降雨による都市型水害対策も合

わせて推進します。 

○ 流域下水道防災システムを活用した府民への防災情報の提供等のソフト対策も

取り入れながら、総合的な浸水対策を進めます。 

○ 広域的な浸水に対する被害を最小化するため、河川部局や流域関係市と連携し、

タイムラインの導入に取組みます。 

【関連計画】 

・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3）  ・河川整備長期計画（H8.3） 

・今後の治水対策の進め方（H22.6）  ・河川整備基本方針（各水系で異なる） 

・河川整備計画（各水系で異なる）  ・寝屋川流域水害対策計画（H26.8） 

・瀬戸内海の環境保全に関する大阪府計画（H28.10）  ・寝屋川流域水環境改善計画（H24.5） 
・大和川水環境改善計画（H28.2）  ・今後の土砂災害対策の進め方（R1.8） 
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○ 下水道増補幹線の整備や地下河川への接続等の浸水対策について継続して取り

組んでいきます。 

 

（４）持続性のある循環型社会の形成  

○ 下水道資源（処理水、下水汚泥、熱エネルギー等）の有効活用を図り、循環型社

会の構築に寄与します。 

○ 化石燃料に依存しない下水道の実現を目指します。 

○ 処理場やポンプ場の空間を、太陽光発電や緑化空間の創出に活用するなど、創エ

ネルギーやヒートアイランド対策等に取り組みます。 

 

 

４．公園整備の方針 
（１）基本的な考え方 

広域公園は、「都市の風格を高めるみどりのネットワークの拠点」及び「安全・安

心で快適な暮らしを支える重要な都市基盤」、「多様な個性で都市の活力と魅力を高

める府民共有の資産」という基本理念に基づき、大阪の活力と魅力を高め、府民の豊

かで、安全・安心な生活を支えるとともに、みどりの少ない大阪の貴重な自然環境を

保全し、次世代に継承する公園づくりを進めます。 

長期未着手区域については、必要性や代替性等を考慮し、必要に応じて適宜見直し

を進めます。 

 

（２）公園の特色を活かし育み、都市の顔となる公園づくり 

○ 憩いの場や交流・スポーツの場、災害時の広域的な一時避難地、市街地における

貴重なみどりの拠点等、公園ごとの特色を活かし育み、公園が立地する都市の顔と

なるよう、公園ごとに施設の整備や、活用・管理の充実等に取り組みます。 

 

（３）都市の活力・魅力を生み出す公園づくり 

○ 民間が公園施設の設置を含め、公園全体をマネジメントする PMO（ピーエムオ
ー）型指定管理や、公園の一部を活用して施設の設置・管理を行う P-PFI（ピー・
ピーエフアイ）型施設整備等を導入し、民間の資金やノウハウを活用して、公園の

特色や利用者のニーズに合わせたにぎわい施設の設置等、にぎわいづくりに取り

組みます。 

○ 地域の課題に応じた施設を導入するとともに、それらに取り組む NPO やボラン

ティア等と連携し、高齢者の健康増進や子育て世代の交流等、多彩なイベントプロ

グラム等を実施します。 

 

 

 

【関連計画】 

・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3） ・21世紀の大阪府下水道整備基本計画（H14.3） 

・大阪湾流域別下水道整備総合計画（H22.8）  ・大阪府流域下水道事業経営戦略（H30.3） 
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（４）安全・安心・快適に利用できる公園づくり 

○ 広域避難場所や後方支援活動拠点に位置付けのある公園について、防災機能を

充実させるため、防災公園としての整備を進めます。 

○ 日頃から公園を地域防災の「自助」「共助」の精神を育む場として、地元市町村

とともに防災訓練や防災フェア等を開催し、積極的に活用します。 

○ 全ての人が安心して利用できるよう、標識等の多言語化等の推進や施設のバリ

アフリー化等、ユニバーサルデザインに配慮した整備を進めます。 

 

（５）都市の環境を保全する公園づくり 

○ 市街化区域やそれに隣接する区域に立地する公園は、市街地の貴重なみどり空

間として、山麓部の公園は、周辺の山林や水辺と一体となった美しい景観を形成す

るみどり空間として、貴重な自然環境を良好に保全できるように適切な維持管理

を進めます。 

○ 生き物の生息・生育環境及び希少種を保護・保全し、生物多様性を確保するため、

立ち入り制限や外来種の除去、生き物の生息・生育環境に配慮した施設の整備・管

理等を進めます。 

 

 

５．その他の都市施設の整備の方針 
○ ごみ焼却場や廃棄物処理施設等は、周辺の環境や土地利用状況、アクセス等に配

慮して、その配置について十分に検討します。 

○ ごみや廃棄物の適正処理に努めるだけでなく、発生抑制、再生利用の促進に取り

組み、持続性のある循環型社会の形成に寄与します。 

 

  

【関連計画】 

・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3）  ・みどりの大阪推進計画（H21.12） 

・大阪府営公園マスタープラン（H31.3） 

【関連計画】 

・大阪府循環型社会推進計画（H28.6） 
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４－３．市街地開発事業に関する方針 
（１）基本的な考え方 

産業・暮らしを支える都市環境を整備し、地域資源を活かしたより質の高い都市づ

くりを推進するために、主要な鉄道駅周辺の都市拠点等の再整備による中心市街地

の活性化や既成市街地の再生、幹線道路沿道等の大規模低未利用地における産業拠

点等の形成による産業の活性化を促進します。 

これら拠点の整備にあたっては、人口・産業等の動態を適切に勘案し、各地域が持

つ資源や特性、都市基盤等の良質なストックを最大限活用し、周辺環境、景観、みど

りの創出に配慮して、計画的に進めます。 

市街地開発事業等の導入にあたっては、「都市再開発方針」等を踏まえ、地域の実

情や課題に応じ、用途地域等の地域地区、道路、駅前広場、公園等の都市施設、地区

計画等も活用し、良好な市街地の一体的整備を目指します。 

また、土地区画整理事業の長期未着手地区については、適時適切に都市計画の見直

しも含め、市街地のあり方を検討し、市街地環境の改善に努めます。 

 

（２）立地特性・土地利用特性に応じた拠点の整備 

○ 主要な鉄道駅周辺等の既成市街地においては、商業・業務機能等の集積を図りつ

つ、地域特性に応じた都市機能の集約化・適正配置を検討し、市街地開発事業等の

導入等により、人・企業を呼び込むにぎわいある都市の創出を目指します。 

【都市再生緊急整備地域】 

 守口大日地域（守口市）、枚方市駅周辺地域（枚方市）、 

寝屋川萱島駅東地域（寝屋川市） 等 

 

○ 駅前等の生活拠点となる市街地の整備にあたっては、土地区画整理事業や市街

地再開発事業により、地域の特性に応じて、居住、商業機能に加え、文化、医療、

福祉、子育て等の生活支援機能の充実等も勘案し、誰もが多様な暮らしを選択でき

る都市の形成を目指します。 

 【土地区画整理事業】 

星田駅北（交野市） 等 

 【市街地再開発事業】 

光善寺駅前、枚方市駅周辺（枚方市） 等 

【鉄道沿線のまちづくり】 

大阪モノレール延伸部沿線（門真市、東大阪市） 

 

○ まちづくり方針を定める第二京阪道路等の主要幹線道路沿道等においては、周

辺環境に配慮しつつ、高い立地ポテンシャルを有効に活用し、工業や流通業務施設

等の産業を誘導します。あわせて、土地区画整理事業等により、企業の立地ニーズ

に対応した適切な土地利用に努めます。 

【土地区画整理事業】 

 星田北（交野市、枚方市）、郡川（八尾市）、北島東第 2（門真市） 等 
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図表 4－3－1 土地区画整理事業・市街地再開発事業等の実施状況 

（単位：ha）      

 施行済 施行中 計 

土地区画整理事業 2,051.8 62.1 2113.9 

市街地再開発事業 23.8 0.0 23.8 

防災街区整備事業 0.5 0.0 0.5 

注）土地区画整理事業には、旧都市計画法に基づく事業も含む。 

  出典：平成 29年度都市計画現況調査 
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４－４．その他の方針 
１．都市防災に関する方針 
（１）基本的な考え方 

「大阪府地域防災計画」との整合を図り、災害に強い都市づくりを推進します。 

近年、自然災害が激甚化、広域化する中で、災害時の被害を最小化し、被害の迅速

な回復を図る「減災」の考え方に基づき、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わ

せた、防災性の高い都市づくりを推進します。 

自然災害等のリスクの公表を行い、府民や企業へその危険性を周知するとともに、

事前の防災対策の強化を促進します。 

また、市町村における防災マップの作成や避難訓練の実施等地域コミュニティを

活かした防災活動を推進し、避難対策の確立を支援するとともに、防災訓練の実施や

防災教育等による、地域の防災意識の向上に努めます。 

 

（２）防災・減災のための都市づくりの方針 

【密集市街地の改善】 

市街地の燃えやすさや老朽建築物の集積状況等を踏まえ、密集市街地整備の基本

となる地区として「災害に強い住まいとまちづくり促進区域」等を指定しており、こ

れらの地区のうち、重点的に改善を図る地区については、「大阪府密集市街地整備方

針」に基づき、着実に取組みを進めます。 

 

○ 「防災街区整備方針」を踏まえ、地域の実情に応じて「特定防災街区整備地区」

あるいは、「防災街区整備地区計画」を定め、耐火建築物、準耐火建築物への建替

えを適切に誘導するとともに、避難地や避難路等の地区防災施設の整備を促進し

ます。 

○ 地区の特性や状況に応じ、土地区画整理事業や市街地再開発事業、防災街区整備

事業、住宅市街地総合整備事業等の防災街区の整備に資する事業の導入を図りま

す。 

○ 延焼危険性が高い老朽建築物の除却や、避難等のための道路・公園の重点的な整

備を推進し、「まちの不燃化」を促進します。 

○ 災害に強い都市構造の形成に向け、密集市街地内の広幅員の都市計画道路の整

備を推進することにより、「延焼遮断帯の整備」を進めます。 

○ 大規模地震に備え、地域における自助・共助の応急体制を整えるため、地域住民

等への防災啓発の強化や地域の防災まちづくりへの支援を行うなど、「地域防災力

の向上」を促進します。 

○ 安全・安心なまちの実現とあわせ、民間活力を呼び込み、地域の持つ魅力ある地

域資源や特長を活かし、魅力あるまちへ再生する「暮らしやすいまちづくり」を推

進します。 

 

【不燃化】 

○ 市街化区域内の建蔽率 60%以上の地域については、原則として準防火地域の指
定を促進し、耐火・準耐火建築物への誘導を図ります。 



39 
 

○ 10ha未満の広域避難地については、輻射熱等に対応するため、周囲を耐火建築
物等で囲むことが不可欠であり、防火・準防火地域の指定等、周辺状況に応じて不

燃化を促進します。 

○ 延焼遮断帯となる広幅員の道路整備とそれに合わせた不燃効果の高い樹種や高

木等の街路樹の整備等による市街地の緑化、公園等オープンスペースの整備によ

り都市の不燃化を促進します。 

 

【耐震化】 

○ 道路、下水道施設等の土木構造物やライフラインの耐震化を推進します。あわせ

て鉄道施設の耐震化を促進します。 

○ 地震等災害の発生時に、救急救命活動や緊急支援物資の輸送機能の確保のため、

広域緊急交通路沿道建物等についても、道路ネットワークを考慮し、耐震化を効果

的に促進します。 

○ 公共建築物の耐震化を推進するとともに、民間住宅や多数の者が利用する建築

物の耐震化及びブロック塀等の安全対策を促進します。 

 

【土砂災害対策・洪水・浸水対策】 

○ 土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域や災害危険区域の指定による開

発行為に対する土地利用規制等、災害リスク情報を考慮した土地利用を推進し、家

屋等の危険度の低減を図ります。 

○ 急傾斜地崩壊危険区域や地すべり防止区域等に指定されている災害の発生の恐

れのある区域においては、適切な整備を実施し、安全性の確保に努めます。 

○ 土砂災害特別警戒区域等、土石流やがけ崩れ等による災害の発生の恐れのある

区域においては、市街化区域への編入等による新たな土地利用を原則抑制します。 

○ 10年に一度の降雨（時間雨量 50mm程度）に対する市街地の浸水被害の軽減を
図るため、下水道・河川の整備や雨水施設の整備等、水害に強いまちづくりを行い

ます。また、市街化区域編入等による新たな土地利用を実施する必要がある場合

は、治水事業との調整を図り、流出抑制対策等の適切な整備を実施したうえで行い

ます。 

○ 近年、全国各地で大雨や短時間強雨の発生頻度が増加し、大阪府においても水害

による甚大な被害が発生していることを踏まえ、確率雨量の大きさに関係なく床

上浸水（浸水深 50cm以上）以上が想定されている地域を「洪水リスクを特に留意
すべき地域」として設定し、同地域内において新たな開発行為を事業者等が検討す

る機会を捉え、洪水リスク情報を事業者等へ詳細に説明することに努めます。ま

た、事業者等へかさ上げや避難対策の備え等の助言を行い、洪水リスクを考慮した

安全性の高い地域や建築物となるよう、土地利用の誘導を図り、安全な市街地の形

成に努めます。 

○ リスク周知については、床上浸水に限らず全ての洪水リスクを正しく発信する

ことに努めます。 

○ 防災関係機関が連携して、災害時に発生する状況をあらかじめ想定・共有し、

「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列に整
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理したタイムライン防災の取組みを推進します。 

○ 老朽化したため池の改修を計画的に進めるとともに、ため池管理者に対して、豪

雨や台風等、強い雨が予測されるときや非かんがい期に水位を下げて管理する低

水位管理を働きかけ、豪雨による決壊の未然防止に努めます。また「農業用ため池

の管理及び保全に関する法律」を円滑に運用していくため、市町村やため池管理者

等と相互に連携を図りながら、ため池の適正な保全・管理に努めます。 

 

（３）災害時の都市機能の確保 

○ 広域災害の発生時には応援と受援があることを想定し、広域緊急交通路を補完

する道路ネットワークを整備することにより、代替性の確保（リダンダンシー）や

防災アクセス等の向上を図ります。 

○ 広幅員の道路整備に合わせて、無電柱化を進め、大規模災害発生時の避難路や緊

急車両の通行確保、美しい街並みの形成を図ります。 

○ 後方支援活動拠点及び広域避難場所に指定されている府営公園の整備をはじめ、

農地や公園等の貴重なオープンスペースを防災空間として確保するなど、防災・減

災の取組みを実施します。 

 

（４）迅速な復旧・復興への対策 

○ 大規模な地震災害からの迅速かつ円滑な都市の復興を進めるため、被災前から

復興都市づくりのプロセスを明確にするなどの事前復興の取組みを推進し、平時

からの事前の備えを着実に推進します。 

 

  

【関連計画】 

・大阪府地域防災計画（H31.1）  ・大阪府防災都市づくり広域計画（H21.1） 

・災害に強い都市づくりガイドライン（H17.1）  ・住宅建築物耐震 10ヵ年戦略・大阪（H31.3） 
・大阪府密集市街地整備方針（H30.3）  ・大阪府震災復興都市づくりガイドライン（H27.3） 
・大阪府無電柱化推進計画（H30.3）・大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム（H31.4） 
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２．みどりに関する方針  
（１）みどりの効果と役割 

みどりは、都市景観の形成、水源かん養、生物多様性の確保、ヒートアイランドの

緩和、防災機能の向上等、府民の暮らしを支える様々な効果があります。 

例えば、都市中心部等の商業空間における大規模な緑化空間の創出は、施設の集客

向上や観光振興につなげることができます。また、周辺市街地等に配置されるみどり

は、地域の文化や自然を活かした体験学習による環境教育への活用や、地域住民や民

間企業等も参加したみどりを活かした活動により、子供から高齢者まで多様な世代

のまちづくりへの参加を促し、地域力を高める効果の発揮も期待できます。 

このように、地域の特性に応じて効果的にみどりを活用し、これらの機能を十分に

発揮させることで、都市の魅力を高めることができます。 

 

（２）基本的な考え方 

「みどりの大阪推進計画」に即して、みどりの保全や創出に努め、多様性ある豊か

な都市の形成に努めます。 

【４つの戦略】 

○ 周辺山系や農空間、大阪湾の豊かな自然環境の保全・再生により「みどりの環境

保全機能の発揮」「生物多様性の確保」「府民の憩いの場づくり」を実現します。 

○ 主要道路、主要河川、大規模公園緑地を軸や拠点として、環状・放射状・東西方

向等のみどりの連続性や厚みと広がりを確保し、周辺山系や大阪湾の豊かな自然

を街へと導く「みどりのネットワーク」を形成します。 

○ 今あるみどりの保全・育成・活用、様々な空間への新たな緑化を進め、多様なみ

どりをきめ細やかにつなぎ、広げていくことにより、「都市の中でもみどりの風を

感じる街づくり」を進めます。 

○ 府民、企業、NPO等との協働による保全の体制や仕組みづくり等により、「みど
りを通じた地域力の再生」を目指します。 

 

（３）都市づくりにおけるみどりの保全・創出に関する方針 

地域の特性やまちづくりの方針に応じて、地区計画、緑化協定等の積極的な活用に

より、緑化を推進します。 

【みどりのネットワークの形成】 

主要幹線道路や主要河川においては、街路樹等の緑化の充実や、民有地と連携した

緑化をすすめるなど、みどりのネットワークの形成を推進します。 

「みどりの風促進区域」は、道路や河川を中心に、一定幅（道路や河川の両側おお

むね 100m）の民有地を含む区域を指定しており、当該区域における沿道民有地等の
緑化支援等みどりの創出に重点的に取り組み、みどりに対する府民意識の向上に努

めます。 

 

【質の高いみどりの空間づくり】 

緑量豊かな実感できるみどりづくりを推進するため、鉄道駅近隣等の交差点の歩

道部等の公共空間において、樹木や花々の植栽にあわせて、休憩施設を設置すること
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により、木陰でくつろぎながら草花を鑑賞することができる、質の高いみどりの空間

づくりを進めていきます。 

 

【グリーンインフラの活用推進】 

みどりが持つ多様な機能をインフラ整備やまちづくりに活かすグリーンインフラ

の活用を通じて、都市におけるヒートアイランド対策やゲリラ豪雨対策等の様々な

課題改善に努めます。 

 

【市街地開発事業等におけるみどりの創出】 

中心市街地等における市街地再開発事業においては、容積率の緩和とあわせて壁

面後退、公開空地の設置や緑化を行うなどにより、魅力あふれる都市空間の創出を目

指します。 

「みどりの大阪推進計画」においては、市街化区域の緑被率を 20%以上とするこ
とを目標としています。このことから、市街化区域への新たな編入、市街化調整区域

における地区計画、大規模集客施設を立地可能とする地区計画（開発整備促進区）等

により、新たに土地利用を検討する区域においては、この緑化の目標の達成に資する

よう、緑化を促進します。 

 

【防災性の向上に資する緑地等の整備】 

密集市街地等においては、避難場所の確保や延焼防止等の観点から、除却跡地を活

用した公園・緑地の整備や広幅員の都市計画道路の整備にあわせた不燃効果の高い

樹種や高木等の街路樹の設置等により、防災性向上に資するみどり空間を積極的に

設置します。 

  

【みどりの取組みによる地域力向上】 

緑化率の最低限度を定める地区計画等を効果的に活用し、地域住民による積極的

なみどりの創出、居住環境の向上に努めます。 

既成市街地における空き地等、低未利用地の緑地化等により、地域の魅力向上、コ

ミュニティの再生に努めます。 

 

【農地の保全】 

「第４章４－１ ２．（７）優良な農地との健全な調和に関する方針、３．（２）農

空間の保全・活用の方針」（P28、29）に記載のとおり、生産緑地制度の積極的な活
用等により、農地を保全します。 

 

（４）みどりの配置方針 

「みどりの大阪推進計画」に基づき、周辺山系の豊かな自然が街をつつみ、それら

の自然が河川や道路を軸として街へと導かれ、そして街の中でも都市公園をはじめ

とするみどりの拠点が緑道や街路樹等でつながるみどりのネットワークの形成を目

指します。 
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【関連計画】 

・大阪府新農林水産業振興ビジョン（H14.3）  ・大阪府農業振興地域整備基本方針（H30.9） 
・新たなおおさか農政アクションプラン（H29.8）  ・みどりの大阪推進計画（H21.12） 

・大阪府公園マスタープラン（H31.3） ・グランドデザイン・大阪（H24.6） 

・グランドデザイン・大阪都市圏（H28.12） ・大阪地域森林計画（H26.12） 

・大阪府木材利用基本方針（H23.12）  ・大阪 21世紀の新環境総合計画（H23.3） 

・おおさかヒートアイランド対策推進計画（H27.3） ・大阪府都市整備中期計画（案）（H28.3） 
・新府有施設等緑化推進計画（H28.4） 
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３．居住環境に関する方針 
（１）基本的な考え方 

住生活基本法に基づく「大阪府住生活基本計画」として定める「住まうビジョン・

大阪」に即して、大阪ならではの魅力を存分に活かし、「住まうなら大阪」と思える、

多様な人々が住まい、訪れる居住魅力あふれる都市を創造することを基本目標とし、

安全・安心の確保とあわせて、環境に配慮された住まいと都市の実現、多様な人を惹

きつけ活き活きとくらすことができる住まいと都市の実現に向け、施策の展開を図

ります。 

 

（２）地域特性に応じた良好な居住環境の形成に向けた方針 

【住宅地】 

○ 用途地域、高度地区、風致地区等の地域地区、地域の特性に応じたまちづくりの

方針や規制・緩和を定める地区計画等、都市計画制度の活用により良好な居住環境

の形成を図ります。 

○ 市街化区域においては、人口減少社会等に対応する質の高い都市の形成に向け

て、既成市街地を中心とした再整備や低未利用地の活用等により土地の有効活用

を図ります。（「第４章４－１ ２．市街化区域の土地利用の方針」（P26）参照） 

○ 市街化調整区域においては、新たな住宅地開発は抑制することを基本とし、新た

に住宅地開発を行う場合には、原則、市町村マスタープラン等に位置付けられた地

域の生活拠点からの徒歩圏の区域に限定します。（「第４章４－1 ３．市街化調整

区域の土地利用の方針」（P29）参照） 

○ 駅前周辺の中心地や既成市街地内においては、建替え等を促進するとともに、良

質な住宅・宅地ストックの流通や空き家の有効活用を促進し、地域内の低未利用地

については、有効・高度利用による住宅及び住宅地の供給を促進します。 

○ 郊外住宅地においては、ゆとりのある豊かな居住環境、自然との近接性等の特性

を活かし、身近に自然と触れ合うことのできる生活環境を創出します。必要に応じ

て、風致地区等の地域地区や地区計画等により、居住・自然環境の保全に努めます。 

○ 密集市街地等においては、「大阪府密集市街地整備方針」に基づき整備改善を進

めます。重点的に取り組む地区では防災街区整備地区計画等の都市計画制度を活

用します。また、地区計画等による規制緩和等により、建て詰り部分や狭小敷地等

の建替えが困難な土地における建替えを促進します。 

○ 計画的住宅市街地においては、住民等の意向にも配慮しながら策定されたまち

づくり指針等に基づき、豊かな居住環境の保全に配慮しつつ良質な住宅市街地の

ストックを有効に活用し、優良な市街地の維持及び形成を図ります。住宅等の建替

えにあたっては、地域の状況に応じたまちづくりを進めるため、地区計画や協定制

度を活用します。 

○ 住宅と工場が混在する地域においては、良好な居住環境を確保するゾーンと工

場の操業環境を確保するゾーンを設定し、各々の環境を確保するため、地区計画等

の導入を促進します。また、新たな住工混在地域の発生を防止するため、工場立地

を誘導する区域等においては、特別用途地区や地区計画等により住宅を制限する

など、適正な土地利用誘導に努めます。 
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【住宅・建築物】 

○ 誰もが安全にくらせるよう、住宅のバリアフリー化を進めるとともに、生活道路

等における歩行空間のバリアフリー化を積極的に推進します。 

○ 「住宅建築物耐震 10ヵ年戦略・大阪」等に基づき、耐震性の不足する民間住宅
や多数の者が利用する建築物等の耐震化及びブロック塀等の安全対策の促進を図

るとともに、公共建築物等の耐震化を推進します。 

○ 適正な管理が行われず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家

等への対策や空き家の多様な利活用による地域のまちづくり等については、市町

村の空家等対策計画等に基づき取組みを推進します。 

 

        

  

【関連計画】 

・グランドデザイン・大阪（H24.6）  ・グランドデザイン・大阪都市圏（H28.12） 

・住まうビジョン・大阪（大阪府住生活基本計画）（H28.12） 

・大阪府高齢者・障がい者住宅計画（大阪府高齢者居住安定確保計画）（H29.3） 

・空家総合戦略・大阪 2019（H31.3）  ・住宅建築物耐震 10ヵ年戦略・大阪（H31.3） 

・大阪府密集市街地整備方針（H30.3）  ・災害に強いすまいとまちづくり（H9.3） 
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４．都市環境に関する方針 
（１）基本的な考え方 

大阪府環境基本条例に基づき定める「大阪 21 世紀の新環境総合計画」に即して、
暮らしやすい、環境・エネルギー先進都市の構築を目指し、あらゆる主体の参加・行

動のもと、低炭素・省エネルギー社会、資源循環型社会、全てのいのちが共生する社

会、健康で安心して暮らせる社会を構築することにより、魅力と活力ある快適な都市

づくりを進めます。 

 

（２）環境・エネルギー先進都市の形成に向けた方針 

【低炭素・省エネルギー社会の実現】 

○ 「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方のもと、歩いて暮らせる都市の

構築を目指した鉄道駅周辺等への都市機能の集約・高度化の促進、物流の効率化を

図るための道路ネットワークの整備、公共交通への利用転換を進めます。 

○ 新エネルギー・省エネルギー技術の活用、エネルギーの面的利用等の促進によ

り、エネルギー利用効率の高い都市の形成を促進します。 

○ 家庭や業務部門において住宅・建築物・設備機器等の省エネ・省 CO₂化の推進
に取り組むとともに、産業部門においては運用改善手法の普及と省エネ・省 CO₂
機器の導入促進に取り組みます。 

○ 関西圏や近隣府県と連携し、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー等の

普及を進めるとともに、環境・エネルギー分野の産業の立地促進を図ります。 

○ 「第４章４－４ ２．みどりに関する方針」（P41）に基づき、みどりを創設・
保全し、CO₂吸収を促進する環境を整えます。 

○ ヒートアイランド対策を推進します。（以下「ヒートアイランド対策の推進」参

照） 

 

【資源循環型社会の構築】 

○ 生産・流通、消費、再生・処理、最終処分の各段階における資源の循環に向けた

取組みを促進することにより、廃棄物排出量の削減、リサイクル率の向上を図りま

す。 

 

【ヒートアイランド対策の推進】 

○ 建物の断熱化、事業所の設備・機器等の省エネ化等による人工排熱の低減や、建

物表面の蓄熱の低減、道路・駐車場の透水性・保水性舗装等による建物・地表面の

高温化抑制によりヒートアイランド現象を緩和します。 

○ 「第４章４－４ ２．みどりに関する方針」に記載の「みどりの風促進区域」等

市街地の緑化、公園等のクールスポットのネットワーク化や農地・ため池・里山保

全等により都市形態を改善します。 

 

【公害対策の推進】 

○ 大気における窒素酸化物及び浮遊粒子状物質について、規制基準の順守、エコカ

ー普及、自動車排ガス規制の強化等により排出量の削減を図るとともに、府域の汚
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染状況把握のため、常時監視測定体制の整備を図ります。 

○ 生活排水対策等を計画的に進めることで、大阪湾及び河川の水質汚濁対策を促

進します。 

○ 工場及び事業場における騒音等については、法令に基づく発生源対策とあわせ

て、住居等との無秩序な混在が起こらないよう、用途地域や地区計画等で適切なゾ

ーニングに努めるとともに、既にこれらが混在している地域については、地域の企

業と住民が相互に安心して操業又は居住できる環境を作るための地域のルールづ

くりについて検討することが重要です。 

 

【生物多様性の保全】 

○ 金剛生駒山系、都市公園、農地、河川等の多様な自然環境を積極的に保全し、生

物多様性の保全、再生を促進するとともに、周辺の緑地整備や水辺環境の整備等と

連携して、それらを有機的につなぐことでエコロジカル・ネットワークの形成を図

ります。 

 

  

【関連計画】 

・大阪 21世紀の新環境総合計画（H30.7） 

・大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（H29.12） 

・おおさかヒートアイランド対策推進計画（H27.3）  ・みどりの大阪推進計画（H21.12） 

・大阪府循環型社会推進計画（H28.6）  ・第 8期大阪府分別収集促進計画（H28.9） 

・第 9次大阪地域公害防止計画（H24.3） 

・大阪府自動車 NOx・PM総量削減計画〔第 3次〕（H25.6） 

・おおさかエネルギー地産地消推進プラン（H26.3） ・大阪エコカー普及戦略（H21.12） 

・化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画（第 8次）（H29.6） 

・瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画（H28.10）・新・大阪府豊かな海づくりプラン（H27.4） 
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５．都市景観に関する方針 
（１）基本的な考え方 

大阪府景観条例に基づき定める「都市景観ビジョン・大阪（大阪府景観形成基本方

針）」に即して、景観形成の目標である「きらめく世界都市・大阪の実現」を目指し

て、広域的な観点から景観形成を推進します。 

 

（２）適切な規制・誘導による景観形成の方針 

景観地区、風致地区、高度地区等の地域地区、地区計画等の都市計画制度や景観協

定、緑地協定、建築協定等の協定制度の積極的な活用により、自然、風土、歴史、伝

統、文化等の地域の特性を活かした景観形成を推進します。 

あわせて、景観計画に基づく大規模建築物等の建築行為等を行う際の意匠や色彩

に関する規制、屋外広告物条例に基づく屋外広告物の設置や管理の適正化等を適切

に運用し、良好な景観の保全・形成に努めます。 

 

（３）地域の特性を活かした景観形成促進の方針 

○ 山並み、河川、大阪湾、歴史的街道、広域幹線道路、ニュータウン、大規模公園

緑地等においては、大阪府が中心となって関係自治体と連携して景観づくりを推

進していきます。 

○ 地域の特性を活かした景観形成を進めるため、市町村の景観行政団体化を推進

し、多様な魅力を備えた都市空間の創造を目指します。 

さらに、景観行政団体が景観計画を策定することにより、自然や歴史と調和した

街なみの形成等、良好な景観への規制・誘導を推進します。 

○ 新たに市街地を開発整備する場合や、密集市街地やニュータウン等においてま

ちの再生を行う場合においては、地域地区、地区計画、協定制度等による壁面の位

置、高さ、形態等の制限に加え、緑化や無電柱化の促進により、良好な景観形成に

努めます。 

これらの制度を積極的に活用することにより、例えば、主要な鉄道駅周辺等の高

度な都市機能の集積地における壁面位置の後退や緑化によるにぎわい空間の確保、

郊外住宅地等における建築物等の形態や色彩等意匠の制限による良好な居住環境

の形成、あるいは自然環境や歴史資産等、地域に存在する様々な資源の保全・活用

等を実現し、多様な魅力あふれる都市空間の形成を目指します。 

○ 都市基盤の整備においては、幹線沿道や河川空間の活用により、歴史や文化、自

然を活かした、にぎわいのある街並みを創出します。特に、市街地における新設道

路においては、「大阪府無電柱化推進計画」に基づき、無電柱化を促進します。 

○ 「第４章４－４ ２．みどりに関する方針」（P41）に基づき、優れた自然景観、
自然環境の保全や市街地におけるみどりの充実を積極的に行います。 

 

（４）優先的に景観形成を進めるのが望ましい地域 

「都市景観ビジョン・大阪」においては、5つの軸（道路軸、河川軸、山並み・緑
地軸、湾岸軸、歴史軸）の景観、土地利用状況を踏まえた景観、夜間景観について、

景観づくりの方向性を示しており、その視点から優先的に景観形成の取組みを進め
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ていきます。 

 

 

【関連計画】 

・都市景観ビジョン大阪（大阪府景観形成基本方針）（H30.1） ・大阪府景観計画（H24.4） 
・大阪府無電柱化推進計画（H30.3）  ・大阪府公共事業景観形成指針（H30.3） 

・大阪府文化財保存活用大綱（R2.3） 


